
結
婚
世
話
や
き
人
を
募

集
し
ま
す
！

　

町
で
は
、
結
婚
に
つ
い
て
心

配
や
悩
み
を
抱
え
て
い
る
人
を

支
援
す
る
た
め
に
「
結
婚
世
話

や
き
人
」
制
度
を
作
り
、
そ
の

方
々
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て

活
動
し
て
い
ま
す
。
現
在
、
町

内
の
10
名
の
方
が
登
録
し
て
い

ま
す
が
、
新
た
に
若
干
名
募
集

し
ま
す
。
皆
さ
ん
も
「
結
婚
世

話
や
き
人
」
と
し
て
、
地
域
で

身
近
に
い
る
方
の
お
世
話
を
や

い
て
み
ま
せ
ん
か
？

▼
募
集
期
限　

7
月
21
日
金

問
保
健
福
祉
課
社
会
福
祉
係

☎
５
８
５
‐
２
７
９
３

※
世
話
や
き
人
制
度
・
活
動
に

つ
い
て

マ
リ
ッ
ジ
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
婚
活

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

☎
０
１
２
０
‐
３
４
‐

４
１
５
０

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
２
２
‐
２
６
６
‐

９
５
８
８

  

募　

集

農業委員会からの
お知らせ

　7 月の農業委員会定例総会は次のと
おりです。傍聴においでください。

　◆日　時　7 月 13 日木　
　　　　　　午後 1 時 30 分から
　◆場　所　国見町役場
　　　　　　2 階　大会議室

　
　◆問い合わせ　農業委員会事務局
　　　　　　　　☎ 585-2890

町
水
道
事
業
経
営
審
議

会
委
員
を
公
募
し
ま
す

　

町
で
は
、
水
道
事
業
の
経
営

及
び
水
道
使
用
料
金
に
関
す
る

こ
と
な
ど
に
つ
い
て
審
議
す

る
、
国
見
町
水
道
事
業
経
営
審

議
会
委
員
の
公
募
を
実
施
し
ま

す
。

▼
募
集
人
員　

3
名
以
内

▼
任
期　

任
命
の
日
よ
り
2
年

間▼
開
催
回
数　

年
2
回
か
ら
3

回
程
度

▼
報
酬　

審
議
会
に
出
席
し
た

場
合
に
日
額
６
５
０
０
円
を
支

給▼
応
募
資
格　

次
の
①
か
ら
③

の
全
て
に
該
当
す
る
人　

①
町

水
道
事
業
給
水
区
域
に
在
住
す

る
20
歳
以
上
（
平
成
29
年
7
月

1
日
現
在
）
の
人　

②
町
水
道

事
業
の
経
営
に
関
心
が
あ
る
人　

③
年
2
回
か
ら
3
回
程
度
平
日

に
開
催
さ
れ
る
委
員
会
に
出
席

で
き
る
人

▼
応
募
方
法　

応
募
申
込
書
に

必
要
事
項
記
載
の
う
え
、持
参
、

郵
送
ま
た
は
メ
ー
ル
に
て
提
出

※
応
募
申
込
書
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

くらしの情報

で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
上
下
水
道
課
へ
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
公
募
期
間　

7
月
5
日
水
か

ら
7
月
25
日
火
午
後
5
時
ま
で

※
郵
送
の
場
合
は
7
月
25
日
火

消
印
の
あ
る
も
の
ま
で
有
効

問
上
下
水
道
課
水
道
係

☎
５
８
５
‐
２
９
９
７

鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊

員
を
募
集
し
ま
す

　

町
で
は
、
イ
ノ
シ
シ
等
の
野

生
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
被
害
に

対
応
す
る
た
め
の
事
業
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
、
有
害
鳥
獣
の
捕

獲
等
を
実
施
す
る
実
施
隊
員
を

募
集
し
ま
す
。

▼
募
集
人
数　

若
干
名

▼
任
用
期
間　

３
年
更
新

▼
職
務
内
容　

有
害
鳥
獣
の
捕

獲
、
集
落
巡
回
等

▼
募
集
条
件　

狩
猟
免
許
を
所

持
し
て
い
る
人
、
ま
た
は
取
得

予
定
の
人

▼
募
集
期
間　

随
時

　

詳
し
く
は
産
業
振
興
課
へ
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
産
業
振
興
課
産
業
振
興
係

☎
５
８
５
‐
２
９
８
６

後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
証
更
新

　

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険

者
証
は
、
毎
年
8
月
1
日
に
更

新
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
新
し
い
後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
証
を
7
月
末
ま
で
に

送
付
し
ま
す
の
で
、
8
月
1
日

以
降
に
医
療
機
関
を
受
診
す
る

際
は
、
必
ず
新
し
い
被
保
険
者

証
を
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ

い
。

問
保
健
福
祉
課
国
保
係

☎
５
８
５
‐
２
７
８
５

臨
時
福
祉
給
付
金
（
経

済
対
策
分
）
申
請
期
限

が
迫
っ
て
い
ま
す

　　

消
費
税
引
き
上
げ
に
伴
う
臨

時
的
な
給
付
金
「
臨
時
福
祉
給

付
金
（
経
済
対
策
分
）」
の
申

請
締
め
切
り
は
平
成
29
年
7
月

31
日
月
と
な
っ
て
い
ま
す
。

▼
対
象
者　

平
成
28
年
度
分
町

民
税
非
課
税
の
人

※
た
だ
し
、
課
税
さ
れ
て
い
る

お
知
ら
せ

人
の
扶
養
と
な
っ
て
い
る
場

合
、
扶
養
さ
れ
て
い
る
人
が
課

税
さ
れ
て
い
る
場
合
な
ど
は
、

対
象
外
と
な
り
ま
す
。

　

申
請
を
ま
だ
さ
れ
て
い
な
い

人
は
期
限
内
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。
対
象
に
な
る
か
、
制
度

の
こ
と
な
ど
不
明
な
点
に
つ
い

て
は
、問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
保
健
福
祉
課
社
会
福
祉
係

☎
５
８
５
‐
２
７
９
３

戦
没
者
等
の
ご
遺
族
の
皆
様
へ

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

第
十
回
特
別
弔
慰
金

　

第
十
回
特
別
弔
慰
金
の
請
求

期
限
が
近
づ
い
て
い
ま
す
。
平

成
30
年
4
月
2
日
ま
で
に
請
求

く
だ
さ
い
。
請
求
期
限
が
過
ぎ

る
と
第
十
回
特
別
弔
慰
金
を
受

け
る
権
利
が
な
く
な
り
ま
す
の

で
、お
早
め
に
請
求
く
だ
さ
い
。

▼
支
給
対
象
者　

平
成
27
年
4

月
1
日
（
基
準
日
）
に
お
い
て
、

「
恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶
助
料
」

や
「
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等

援
護
法
に
よ
る
遺
族
年
金
」
な

ど
を
受
け
る
人
（
戦
没
者
の
妻

や
父
母
等
）が
い
な
い
場
合
に
、

次
の
順
番
で
順
位
が
先
に
な
る

遺
族
一
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

支
給
対
象
者
は
、
戦
没
者
等
の

死
亡
当
時
の
遺
族
で
、
①
平
成

27
年
4
月
1
日
ま
で
に
戦
傷
病

者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ

る
弔
慰
金
の
受
給
権
を
取
得
し

た
人　

②
戦
没
者
等
の
子　

③

戦
没
者
等
の
(1)
父
母
、
(2)
孫
、

(3)
祖
父
母
、
(4)
兄
弟
姉
妹
※
戦

没
者
等
の
死
亡
当
時
、
生
計
関

係
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
の
要
件

を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
に

よ
り
、
順
番
が
入
れ
替
わ
り
ま

す
。　

④
上
記
①
か
ら
③
以
外

の
戦
没
者
等
の
三
親
等
内
の
親

族
（
甥
、
姪
な
ど
）
※
戦
没
者

等
の
死
亡
時
ま
で
引
き
続
き
1

年
以
上
の
生
計
関
係
が
あ
っ
た

人
に
限
る
。

▼
支
給
内
容　
【
国
債
名
称
】　

第
十
回
特
別
弔
慰
金
国
庫
債
券

い
号　
【
額
面
】
25
万
円
（
5

年
償
還
）

問
保
健
福
祉
課
社
会
福
祉
係

☎
５
８
５
‐
２
７
９
３

新
規
狩
猟
免
許
取
得
支

援
事
業

　

町
で
は
、狩
猟
免
許
（
わ
な
・

網
）
を
新
た
に
取
得
さ
れ
る
人

を
対
象
に
補
助
事
業
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

▼
対
象
者　

町
内
に
住
所
を
有

す
る
生
産
者

▼
補
助
対
象
経
費　

狩
猟
免
許

受
験
手
数
料
、
県
猟
友
会
が
開

催
す
る
初
心
者
狩
猟
免
許
講
習

会
受
講
料

▼
補
助
率　

補
助
対
象
経

費
の
２
分
の
１
で
上
限

１
万
５
０
０
０
円

▼
申
請
方
法　

町
備
え
付
け
の

申
請
書
に
取
得
し
た
狩
猟
免
許

証
の
写
し
、
領
収
書
の
写
し
等

経
費
を
証
す
る
書
類
等
を
添
付

　

詳
し
く
は
産
業
振
興
課
へ
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
産
業
振
興
課
産
業
振
興
係

☎
５
８
５
‐
２
９
８
６

平
成
29
年
度
自
衛
官
募
集

　　

平
成
29
年
度
自
衛
官
を
次
の

と
お
り
募
集
し
ま
す
。

　
問
自
衛
隊
福
島
地
方
協
力
本
部

福
島
募
集
案
内
所

☎
５
４
５
‐
７
９
９
５

募集種目 資格 受付期間 試験期日

航空学生
高卒（見込含む）

海：18 歳以上 23 歳未満
空：18 歳以上 21 歳未満 9 月 8 日

まで

 1 次：9 月 18 日
 2 次：10 月 17 日から 22 日※
 3 次：11 月 18 日から 12 月 21 日※

一般曹
候補生

18 歳以上 27 歳未満

 1 次：9 月 16 日から 18 日※
 2 次：10 月 5 日から 11 日※

自衛官
候補生

年間を通
じて受付  受付時にお知らせします。

※いずれか 1 日指定

イ
ノ
シ
シ
侵
入
防
止
柵

の
設
置
状
況

　

イ
ノ
シ
シ
に
よ
る
農
作
物
被

害
対
策
と
し
て
、
各
町
内
会
が

主
体
と
な
っ
て
山
際
へ
の
ワ
イ

ヤ
ー
メ
ッ
シ
ュ
柵
の
設
置
を
進

め
て
お
り
、
平
成
28
年
度
ま
で

に
泉
田
地
区
か
ら
石
母
田
地
区

ま
で
設
置
し
、
今
年
度
は
貝
田

地
区
ま
で
延
長
し
て
設
置
す
る

予
定
で
す
。
ま
た
、
柵
設
置
後

の
管
理
（
維
持
・
修
繕
）
を
徹

底
し
、
被
害
軽
減
を
目
指
し
ま

し
ょ
う
。

問
産
業
振
興
課
産
業
振
興
係

☎
５
８
５
‐
２
９
８
６

23 22


